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(57)【要約】
【課題】表示装置に用いた場合にブルーライトハザード
を防止して良好な輝度で表示を行うことができるカラー
フィルタ、およびこれを用いた表示装置を提供すること
を主目的とする。
【解決手段】透明基材と、上記透明基材上に設けられ青
色着色層を有する青色副画素および上記透明基材上に設
けられた白色副画素の少なくとも一方で構成される青色
光透過副画素を有する画素部と、上記透明基材上の上記
青色光透過副画素に設けられ、上記青色光透過副画素を
透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波
長領域の光の発光強度を低減する青色光低減手段と、を
備えることを特徴とするカラーフィルタを提供すること
により上記課題を解決する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材と、
　前記透明基材上に設けられ青色着色層を有する青色副画素および前記透明基材上に設け
られた白色副画素の少なくとも一方で構成される青色光透過副画素を有する画素部と、
　前記透明基材上の前記青色光透過副画素に設けられ、前記青色光透過副画素を透過した
光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度を低減する青色光低
減手段と、
を備えることを特徴とするカラーフィルタ。
【請求項２】
　光源と、
　透明基材、前記透明基材上に設けられ青色着色層を有する青色副画素および前記透明基
材上に設けられた白色副画素の少なくとも一方で構成される青色光透過副画素を有する画
素部、ならびに前記透明基材上の前記青色光透過副画素に設けられ、前記青色光透過副画
素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度を低減
する青色光低減手段、を備えるカラーフィルタと、
を有することを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に用いた場合にブルーライトハザードを防止して良好な輝度で表示
を行うことができるカラーフィルタ、およびこれを用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置等の表示装置は、その普及が進み、例えばパソコン、テレビ、携帯
情報端末、携帯ゲーム機、ＡＴＭ等に用いられ、人々の生活に深く浸透してきている。そ
のため、人々が表示装置を利用する時間についても長時間化してきている。
【０００３】
　表示装置において、バックライト等の光源を有するものは鮮やかな表示が可能であり、
また屋内の暗い場所においても用いることができる。このような光源としては、従来から
冷陰極管（ＣＣＦＬ）が用いられてきたが、ＣＣＦＬは環境に有害な水銀を使用している
こと、寿命が短いこと、消費電力が大きいこと等の問題を有している。そこで、ＣＣＦＬ
に代わる光源として白色ＬＥＤを採用する表示装置が増えてきている。
　白色ＬＥＤとしては、例えば、青色ＬＥＤおよび黄色蛍光体を組み合わせて構成される
ものや、青色ＬＥＤならびに赤色蛍光体および緑色蛍光体を組み合わせて構成されるもの
が好適に用いられている。
【０００４】
　上述した白色ＬＥＤを用いた表示装置においては、発光効率の向上の観点や、消費者の
嗜好の観点から、白色ＬＥＤに含まれる青色光をより多く利用することが検討されており
、例えば上記表示装置に用いられるカラーフィルタにおいては、青色画素部における青色
光の透過率を向上させるべく、青色着色層等の調整が行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－００８０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、最近になって、表示装置に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光
（以下、青色光と称して説明する場合がある。）を長時間観察した場合に、視力低下、ド
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ライアイ、肩こり、不眠等の種々の健康傷害を引き起こす、いわゆるブルーライトハザー
ドの問題が指摘され始めている（例えば特許文献１）。
　また、図９に示すように、上述した白色ＬＥＤ光は、従来から用いられているＣＣＦＬ
光に比べて上述の波長領域の光を多く含むことから、上述したブルーライトハザードの問
題が生じやすいことが懸念されている。
　なお、図９は、白色ＬＥＤ光の発光スペクトルおよびＣＣＦＬ光の発光強度のスペクト
ルを示すグラフである。
【０００７】
　上述したブルーライトハザードを防止するため、例えば、青色光を吸収するフィルムを
表示装置の最表面に設置することにより、表示装置から出てくる青色光の一部を上記フィ
ルムに吸収させて、観察者の眼に届く青色光を少ないものとする方法が講じられている。
また、青色光を吸収するレンズを有する眼鏡をかけることにより、表示装置から出てくる
青色光の一部を上記レンズに吸収させて、観察者の眼に届く青色光を少ないものとする方
法が講じられている。
　しかしながら、上述したフィルムおよび眼鏡を用いた場合は、表示装置から出てくる青
色光のみならず、他の光の一部も吸収されることから、表示装置全体の輝度が低下してし
まうという問題がある。
【０００８】
　また、例えば、表示装置に備えられている制御部により、表示画面の輝度や青色階調を
調整することによってブルーライトハザードを防止することも可能であるが、この場合も
、表示装置全体の輝度が低下するという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、表示装置に用いた場合にブルーライ
トハザードを防止して良好な輝度で表示を行うことができるカラーフィルタ、およびこれ
を用いた表示装置を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、透明基材と、上記透明基材上に設けられ青色着色層を有する青色副画素およ
び上記透明基材上に設けられた白色副画素の少なくとも一方で構成される青色光透過副画
素を有する画素部と、上記透明基材上の上記青色光透過副画素に設けられ、上記青色光透
過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度
を低減する青色光低減手段と、を備えることを特徴とするカラーフィルタを提供する。
【００１１】
　本発明によれば、上記青色光低減手段を有することにより、本発明のカラーフィルタを
用いた表示装置において、ブルーライトハザードを防止することができ、良好な輝度の表
示を行うことができる。
【００１２】
　本発明は、光源と、透明基材、上記透明基材上に設けられ青色着色層を有する青色副画
素および上記透明基材上に設けられた白色副画素の少なくとも一方で構成される青色光透
過副画素を有する画素部、ならびに上記透明基材上の上記青色光透過副画素に設けられ、
上記青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の
光の発光強度を低減する青色光低減手段、を備えるカラーフィルタと、を有することを特
徴とする表示装置を提供する。
【００１３】
　本発明によれば、上記カラーフィルタを有することにより、ブルーライトハザードを防
止することができ、良好な輝度の表示を行うことができる表示装置とすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のカラーフィルタは、表示装置に用いた場合にブルーライトハザードを防止して
良好な輝度で表示を行うことができるといった作用効果を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のカラーフィルタの一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略図である。
【図４】本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略図である。
【図５】本発明における青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８
０ｎｍの波長領域の光の発光強度のスペクトル等を示すグラフである。
【図６】本発明の表示装置（液晶表示装置）の一例を示す概略断面図である。
【図７】本発明の表示装置（有機ＥＬ表示装置）の他の例を示す概略断面図である。
【図８】本発明の表示装置（有機ＥＬ表示装置）の他の例を示す概略断面図である。
【図９】白色ＬＥＤ光およびＣＣＦＬ光の発光強度のスペクトルの一例を示すグラフであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明のカラーフィルタ、および表示装置について説明する。
　なお、本発明における「光源」とは、表示装置において表示を行うための白色光を発す
るものをいい、表示装置用のバックライトだけでなく、白色光を発光する有機エレクトロ
ルミネッセンス（以下、ＥＬと称して説明する場合がある。）素子を含むものとする。
【００１７】
Ａ．カラーフィルタ
　本発明のカラーフィルタは、透明基材と、上記透明基材上に設けられ青色着色層を有す
る青色副画素および上記透明基材上に設けられた白色副画素の少なくとも一方で構成され
る青色光透過副画素を有する画素部と、上記透明基材上の上記青色光透過副画素に設けら
れ、上記青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領
域の光の発光強度を低減する青色光低減手段と、を備えることを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明のカラーフィルタについて図を用いて説明する。
　図１は本発明のカラーフィルタの一例を示す概略断面図である。図１に示すように、本
発明のカラーフィルタ１０は、透明基材１と、透明基材１上に設けられ青色着色層２Ｂを
有する青色副画素３Ｂおよび透明基材１上に設けられ透明樹脂層２Ｗを有する白色副画素
３Ｗで構成される青色光透過副画素３、ならびに透明基材１上に設けられ赤色着色層２Ｒ
を有する赤色副画素４Ｒおよび透明基材１上に設けられ緑色着色層２Ｇを有する緑色副画
素４Ｇを有する画素部５と、透明基材１上の青色光透過副画素３に設けられ、青色光透過
副画素３を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度
を低減する青色光低減手段６と、を備えることを特徴とするものである。
　また、本発明のカラーフィルタ１０は、透明基材１上の各副画素３Ｂ、３Ｗ、４Ｒ、４
Ｇの間に形成された遮光部７を有していてもよい。
　図１においては、青色光低減手段６が、透明基材１上の青色副画素３Ｂおよび白色副画
素３Ｗに形成された光吸収層６ａである例について示している。
【００１９】
　図２は本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略断面図である。図２においては、青
色光低減手段６が、青色着色層２Ｂおよび透明樹脂層２Ｗ中に添加された光吸収剤６ｂで
ある例について示している。
　なお、図２において説明していない符号については、図１において説明した符号と同様
とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００２０】
　図３（ａ）は本発明のカラーフィルタの他の例を示す概略平面図であり、図３（ｂ）は
図３（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。また、図４（ａ）は本発明のカラーフィルタの他の
例を示す概略平面図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
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　図３（ａ）、（ｂ）および図４（ａ）、（ｂ）においては、青色光低減手段６が、透明
基材１上の青色光透過副画素３（青色副画素３Ｂおよび白色副画素３Ｗ）内に形成された
副画素用遮光部６ｃである例について示している。また、カラーフィルタ１０が遮光部７
を有する場合、副画素用遮光部６ｃは、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、透明基材１上
の青色光透過副画素３内に所定のパターン状で形成されていてもよく、図４（ａ）、（ｂ
）に示すように、遮光部７と副画素用遮光部６ｃとを一体に形成してもよい。
　なお、図３（ａ）、（ｂ）および図４（ａ）、（ｂ）において説明していない符号につ
いては、図１において説明した符号と同様とすることができるため、ここでの説明は省略
する。また、説明の容易の為、図４（ａ）では副画素用遮光部６および遮光部７を白色で
示しており、副画素用遮光部６および遮光部７の境界を破線で示している。
【００２１】
　また、「青色光低減手段が、上記青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０
ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度を低減する」とは、青色光低減手段を有さな
いカラーフィルタ（以下、基準のカラーフィルタと称して説明する場合がある。）におけ
る青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光
（以下、基準の青色光と称して説明する場合がある。）の発光強度に比べて、本発明のカ
ラーフィルタにおける青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる上記波長領域の光（
以下、調整後の青色光と称して説明する場合がある。）の発光強度が小さくなるように、
青色光低減手段が、本発明のカラーフィルタにおける青色光透過副画素の光源光の透過率
、または光源光の透過面積等の特性（以下、光特性と称して説明する場合がある。）を調
整するものであることをいう。
　また、基準のカラーフィルタとは、本発明のカラーフィルタにおいて青色光低減手段を
設けないこと以外は同一の条件で形成されたカラーフィルタをいう。
　なお、以下の説明において、基準のカラーフィルタにおける青色光透過副画素について
は、「基準の青色光透過副画素」と称して説明し、本発明のカラーフィルタにおける青色
光透過副画素については、単に「青色光透過副画素」と称して説明する場合がある。
【００２２】
　「青色光低減手段が、上記青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～
４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度を低減する」ことについて図を用いて説明する。
　図５は、光源光、基準の青色光、および調整後の青色光の発光強度のスぺクトルの一例
を示すグラフである。また、図５においては光源光が白色ＬＥＤ光であり、基準の青色光
が透明基材上に形成された青色着色層を有する青色副画素を透過した光源光であり、調整
後の青色光が透明基材上に形成された青色着色層およびＩＴＯで構成される光吸収層の積
層体を有する青色副画素を透過した光源光である例について示している。
　基準の青色副画素に光源光を透過させた場合、通常、透明基材上に形成された青色着色
層により、光源光自体に含まれる上記波長領域の光の一部が吸収されることから、図５に
示すように、光源光の発光強度のピークＡに比べて、基準の青色光の発光強度のピークＢ
は小さくなる。
　一方、本発明における青色光副画素に光源光を透過させた場合、上述した青色着色層に
加えて青色光低減手段の作用により、図５に示すように、上述の基準の青色光の発光強度
のピークＢに比べて、調整後の青色光の発光強度のピークＣを小さくすることができる。
【００２３】
　本発明によれば、上記青色光低減手段を有することにより、本発明のカラーフィルタを
用いた表示装置において、ブルーライトハザードを防止することができ、良好な輝度の表
示を行うことができる。
【００２４】
　より具体的には、本発明によれば、上記青色光低減手段を有することにより、青色光透
過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光を低減する
ことができるから、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置において、観察者の眼に届
く上記波長領域の光を少なくすることができるので、ブルーライトハザードを防止するこ
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とができる。
　また、本発明によれば、上記青色光低減手段が青色光透過副画素に設けられていること
により、画素部における他の副画素とは別途に青色光透過副画素の光特性を調整すること
ができるため、他の副画素の光特性に対して、青色光低減手段の影響が及ばないものとす
ることができることから、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置全体の輝度、他の副
画素の色合い等を良好なものとすることができる。
【００２５】
　また、上述した青色光を吸収するフィルムや眼鏡を用いた従来のブルーライトハザード
の防止方法においては、表示装置の利用者が負担するコストが多くなるというという問題
がある。また、最近ではタッチパネル機能を備える表示装置も広く用いられており、上述
したフィルムを配置した場合は、タッチパネルの操作を阻害する場合があるという問題が
ある。
　これに対して、本発明のカラーフィルタは、表示装置自体に組み込むことでブルーライ
トハザードを防止することができるため、表示装置の利用者が上述したフィルムや眼鏡を
購入する必要がなく、表示装置の利用にかかるコストを少なくすることができ、また、タ
ッチパネルの操作を阻害しないものとすることができる。
【００２６】
　以下、本発明のカラーフィルタの詳細について説明する。
【００２７】
　Ｉ．画素部
　本発明に用いられる画素部は、青色光透過副画素を有するものであり、通常は、さらに
赤色副画素および緑色副画素等の他の副画素を有するものである。
【００２８】
　１．青色光透過副画素
　本発明に用いられる青色光透過副画素は、青色副画素および白色副画素の少なくとも一
方で構成されるものであり、青色光低減手段を有するものである。
　また、本発明においては、上述したように、青色光透過副画素は上記青色光透過副画素
を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度を低減す
る青色光低減手段が設けられているもの、すなわち青色光低減手段を用いて、基準の青色
光の発光強度に比べて調整後の青色光の発光強度が小さくなるように、その光特性が調整
されているものである。
【００２９】
　（１）青色光透過副画素の光特性の調整
　本発明に用いられる青色光透過副画素の光特性の調整方法について説明する。
　本発明における青色光透過副画素の光特性は、通常、白色の光源光を用いて調整される
。いずれの光源光を用いて調整するかは、本発明のカラーフィルタの用途等に応じて適宜
選択することができる。
　白色の光源光を発する光源としては、白色ＬＥＤ、ＣＣＦＬ、白色発光層を備える有機
ＥＬ素子等を挙げることができ、なかでも、本発明においては白色ＬＥＤ、白色発光層を
有する有機ＥＬ素子であることが好ましい。
　白色ＬＥＤは、青色ＬＥＤおよび黄色蛍光体で構成されるもの、もしくは青色ＬＥＤな
らびに赤色蛍光体および緑色蛍光体で構成されるもの等が好適に用いられることから、白
色ＬＥＤ光は、上述した３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光を比較的多く含む光源光
である。そのため、本発明における青色光透過副画素の光特性を白色ＬＥＤ光を用いて調
整することにより、ブルーライトハザードを好適に防止することができる。
　また、白色発光層を有する有機ＥＬ素子においても、生産性の向上や長寿命化の観点か
ら、上述した波長領域の光を多く発光するものが好適に用いられていることから、本発明
における青色光透過副画素の光特性を上記有機ＥＬ素子の光を用いて調整することにより
、ブルーライトハザードを好適に防止することができる。
【００３０】
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　また、青色光透過副画素の光特性としては、基準の青色光の発光強度に対して、調整後
の青色光の発光強度が小さくなるように調整されていればよく、基準の青色光の発光強度
に対する調整後の青色光の発光強度の比率（発光強度比）については、本発明のカラーフ
ィルタの用途に応じて適宜選択することができ、特に限定されない。
　本発明においては、例えば、基準の青色光の発光強度を１００％とした場合に、調整後
の青色光の発光強度比が、５０％～８０％の範囲内、なかでも５０％～７５％の範囲内、
特に５０％～７０％の範囲内となるように、青色光透過副画素の光特性が調整されている
ことが好ましい。上記発光強度比が小さすぎる場合は、本発明のカラーフィルタを用いた
表示装置において、所望のカラー表示を行うことが困難となる可能性があるからであり、
上記発光強度比が大きすぎる場合は、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置において
、十分にブルーライトハザードを防止することが困難となる可能性があるからである。
【００３１】
　また、青色光透過副画素の光特性としては、基準の青色光の発光強度に対して、調整後
の青色光の発光強度のうち、３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域全体の光の発光強度が小
さくなるように調整されていてもよく、上記波長領域の一部の発光強度が小さくなるよう
に調整されていてもよい。
　本発明においては、基準の青色光の発光強度に対して、調整後の青色光の発光強度のう
ち、３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の光の発光強度が小さくなるように調整されてい
ることが好ましい。上述した３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光のうち、より短波長
側の光の発光強度を小さくすることで、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置におい
て、観察者の眼に、より大きなエネルギーを有する青色光が届くことを抑制することがで
き、また、長波長側の青色光、すなわち小さいエネルギーを有する青色光を用いて良好な
青色表示等を行うことができるからである。
【００３２】
　具体的には、基準の青色光における３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の発光強度を１
００％とした場合に、調整後の青色光における３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の発光
強度比が、７５％未満、なかでも７３％以下、特に７０％以下であることが好ましい。
　また、基準の青色光における４３０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の発光強度を１００％
とした場合に、調整後の青色光における４３０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の発光強度比
が、７５％以上、なかでも７８％以上、特に８０％以上であることが好ましい。
【００３３】
　本明細書において基準の青色光の発光強度とは、基準の青色光透過副画素を透過した光
源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の各波長の発光強度の平均値をいい、
基準の青色光における特定の波長領域の発光強度とは、基準の青色光透過副画素を透過し
た光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域内の特定の波長領域の各波長の発
光強度の平均値をいう。
　本明細書において調整後の青色光の発光強度とは、本発明における青色光透過副画素を
透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の各波長の発光強度の平均
値をいい、調整後の青色光における特定の波長領域の発光強度とは、本発明における青色
光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の特定の波
長領域の各波長の発光強度の平均値をいう。
　基準の青色光の発光強度および調整後の青色光の発光強度は、例えば、輝度計（（株）
トプコン製　ＳＲ－３ＡＲ）を用いて求めることができる。
【００３４】
　また、基準の青色光の発光強度に対する調整後の青色光の発光強度比、基準の青色光に
おける特定波長の発光強度に対する調整後の青色光における特定波長の発光強度比につい
ては、それぞれ下記式１で求めることができる。
【００３５】
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【数１】

　（式１中、Ｉは発光強度比、Ａ、Ｂは３８０ｎｍ（λ３８０）～４８０ｎｍ（λ４８０

）の波長領域内における任意の波長領域λＡ～λＢ、Ｔは基準の青色光における波長領域
λＡ～λＢの各波長の発光強度を１００％とした場合の、調整後の青色光における波長領
域λＡ～λＢの各波長の発光強度比である。）
【００３６】
　上記基準の青色光の発光強度に対する調整後の青色光の発光強度比は、例えば、輝度計
（（株）トプコン製　ＳＲ－３ＡＲ）を用いて求めることができる。
【００３７】
　また、例えば基準の青色光の発光強度をＩ１とし、調整後の青色光の発光強度をＩ２と
した場合、基準の青色光の発光強度に対する調整後の青色光の発光強度比は、Ｉ２/Ｉ１

として求めることもできる。
【００３８】
　（２）青色光低減手段
　本発明に用いられる青色光低減手段は、上記青色光透過副画素を透過した光源光に含ま
れる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の発光強度を低減するものであり、より具体
的には、基準の青色光の発光強度に比べて調整後の青色光の発光強度が小さくなるように
、青色光透過副画素の光特性を調整するものである。
【００３９】
　このような青色光低減手段としては、透明基材上の青色光透過副画素に設けられていれ
ば特に限定されず、例えば、青色光透過副画素が青色副画素および白色副画素を有する場
合は、いずれか一方の副画素に設けられていればよいが、青色副画素および白色副画素の
両方に設けられていることが好ましい。本発明のカラーフィルタを用いた表示装置におい
てブルーライトハザードをより好適に防止することができるからである。
【００４０】
　青色光低減手段としては、具体的には、光吸収層、光吸収剤、および副画素用遮光部の
うち、少なくともいずれか１つが用いられる。青色光低減手段は、一の青色光透過副画素
において２種類以上を用いてもよい。また、青色光透過副画素が青色副画素および白色副
画素を有する場合は、各副画素に用いられる青色光低減手段が同一種類であってもよく、
異なる種類であってもよい。
　以下、青色光低減手段に用いられる光吸収層、光吸収剤、および副画素用遮光部につい
て説明する。
【００４１】
　（ａ）光吸収層
　光吸収層は、透明基材上の青色光透過副画素に形成されるものであり、光源光に含まれ
る３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光を吸収する層である。また、光吸収層は、通常
、青色画素部においては青色着色層と別体で形成される。一方、白色副画素においては、
後述する透明樹脂層を有する場合は、透明樹脂層と別体で形成され、透明樹脂層を有さな
い場合は、透明基材上に直接形成される。
　光吸収層を有することにより、基準の青色光透過副画素の３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波
長領域の光の透過率に比べて、本発明における青色光透過副画素の３８０ｎｍ～４８０ｎ
ｍの波長領域の光の透過率を下げることができるため、基準の青色光の発光強度に比べて
調整後の発光強度を小さくすることができる。
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【００４２】
　光吸収層の光透過性としては、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置において青色
光透過副画素を用いて所望の青色表示、もしくは白色表示を行うことができれば特に限定
されない。具体的には、光吸収層の３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の平均透過率
が、５０％～８５％の範囲内、なかでも５５％～８０％の範囲内、特に６０％～７５％の
範囲内であることが好ましい。
　光吸収層の上記平均透過率が大きすぎる場合は、光吸収層を設けた場合も、本発明のカ
ラーフィルタを用いた表示装置において十分にブルーライトハザードを防止することが困
難となる可能性があるからであり、上記平均透過率が小さすぎる場合は、本発明のカラー
フィルタを用いた表示装置において所望のカラー表示を行うことが困難となる可能性があ
るからである。
【００４３】
　また、光吸収層を有する場合、基準の青色光透過副画素の上記波長領域の平均透過率を
１とした場合に、本発明における青色光透過副画素の３８０ｎｍ～４８０ｎｍの平均透過
率比としては、０．５～０．８５の範囲内、なかでも０．５５～０．８０の範囲内、特に
０．６～０．７５の範囲内となることが好ましい。具体的な、本発明における青色光透過
副画素の３８０ｎｍ～４８０ｎｍの平均透過率としては５５％以下、２５％～５５％の範
囲内、３０％～５０％の範囲内であることが好ましい。本発明のカラーフィルタにおける
青色光透過副画素の上記波長領域の平均透過率が上述した範囲内であることにより、光吸
収層を用いて、調整後の青色光の発光強度を好適に調整することができるからである。
【００４４】
　また、本発明においては、光吸収層の３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の平均透過率
が４３０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の平均透過率よりも低いことが好ましい。調整後の
青色光における３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の発光強度を、４３０ｎｍ～４８０ｎ
ｍの波長領域の発光強度よりも低くすることができるからである。
　また、具体的には、光吸収層の３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の平均透過率と、４
３０ｎｍ～４８０ｎｍの平均透過率の差が、１０％以上、なかでも１３％以上、特に１５
％以上であることが好ましい。光吸収層の３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の平均透過
率と、４３０ｎｍ～４８０ｎｍの平均透過率の差が、上記範囲内であることにより、調整
後の青色光に含まれる短波長側の光をより少ないものとし、長波長側の光を多いものとす
ることができるからである。
【００４５】
　また光吸収層を有する場合、基準の青色透過副画素における３８０ｎｍ～４３０ｎｍの
波長領域の平均透過率を１とした場合に、本発明における青色透過副画素における３８０
ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の平均透過率比が、０．７以下、なかでも０．６５以下、特
に０．６以下であることが好ましい。
　また、基準の青色透過副画素における４３０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の平均透過率
を１とした場合に、本発明における青色透過副画素における４３０ｎｍ～４８０ｎｍの波
長領域の平均透過率比が、０．７５以上、なかでも０．８以上、特に０．８５以上である
ことが好ましい。
【００４６】
　光吸収層、基準の青色光透過副画素、および本発明における青色光透過副画素の透過率
の測定方法としては、一般的な測定方法に求めることができ、例えば、顕微分光装置ＯＳ
Ｐ－ＳＰ２０００（ＯＬＹＭＰＵＳ社製）を用いて測定することにより求めることができ
る。
　なお、光吸収層を有する場合の本発明における青色光透過副画素の透過率とは、透明基
材上に形成された青色着色層および光吸収層の積層体、透明基材上に形成された透明樹脂
層および光吸収層の積層体、または透明基材上に形成された光吸収層のいずれかを用いて
測定された透過率をいうものとする。
　基準の青色光透過副画素の透過率とは、透明基材上に形成された青色着色層、透明基材
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上に形成された透明樹脂層、または透明基材自体のいずれか用いて測定された透過率をい
うものとする。
【００４７】
　また、基準の青色光透過副画素の平均透過率に対する本発明における青色光透過副画素
の平均透過率比、本発明における青色光透過副画素における特定波長の平均透過率に対す
る本発明における青色光透過副画素における特定波長の平均透過率比については、それぞ
れ下記式２で求めることができる。
【００４８】
【数２】

　（式２中、Ｊは平均透過率比、Ａ、Ｂは３８０ｎｍ（λ３８０）～４８０ｎｍ（λ４８

０）の波長領域内における任意の波長領域λＡ～λＢ、Ｕは基準の青色光透過副画素にお
ける波長領域λＡ～λＢの各波長の平均透過率を１とした場合の、本発明における青色光
透過副画素における波長領域λＡ～λＢの各波長の平均透過率比である。）
【００４９】
　また、例えば基準の青色光透過副画素の平均透過率をJ１とし、本発明における青色光
透過副画素の平均透過率をJ２とした場合、基準の青色光透過副画素の平均透過率に対す
る調整後の青色光透過副画素の平均透過率比は、J２/J１として求められる。
【００５０】
　光吸収層としては、少なくとも光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の
光を吸収することができる層であれば特に限定されず、具体的には、透明樹脂層中に光吸
収剤を分散または溶解させた光吸収剤含有樹脂層、黄変樹脂で構成される黄変樹脂層、透
明金属酸化物で構成される透明金属酸化物層等を挙げることができる。
【００５１】
　光吸収剤含有樹脂層に用いられる光吸収剤としては、着色剤、紫外線吸収剤等が挙げら
れる。
　着色剤としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリー
ン１０、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３７、Ｃ．Ｉ．
ピグメントグリーン５８、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：１、Ｃ．Ｉ．ピグメントブル
ー１５：３等を挙げることができる。
　また、紫外線吸収剤としては、例えば、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）
－ｐ－クレゾール、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－６－ビス（１－
メチルー１－フェニルエチル）フェノール、２－［５クロロ（２Ｈ）－ベンゾトリアゾー
ル－２－イル］－４－メチル－６－（ｔｅｒｔブチルフェノール）、２，４ジ－ｔｅｒｔ
ブチル－６－（５－クロロベンゾトリアゾール－２－イル）フェノール、２－（２Ｈベン
ゾトリアゾール－２－イル）フェノール、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）
－４，６－ｔｅｒｔ－ペンチルフェノール、２－（２Ｈベンゾトリアゾール－２－イル）
－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール、２（２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール－２－イル）－６－ドデシル－４－メチルフェノール、２［２－ヒドロキシ－３－（
３，４，５，６テトラヒドロフタルイミド－メチル）－５－メチルフェニル］ベンゾトリ
アゾール、オクタベンゾン、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフェノン、２－
（４，６－ジフェニル－１，３，５トリアジン－２－イル）－５－［（ヘキシル）オキシ
］－フェノール等が挙げられる。
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　また、光吸収剤含有樹脂層に用いられる樹脂としては、例えば、熱硬化性樹脂、光硬化
性樹脂、感光性樹脂等を挙げることができる。
　本発明においては、光吸収剤が着色剤である場合は感光性樹脂を用いることが好ましい
。フォトリソグラフィ法を用いて、透明基材上の青色光透過副画素に光吸収剤含有樹脂層
をパターン状に容易に形成することができるからである。一方、光吸収剤が紫外線吸収剤
である場合は、熱硬化性樹脂を用いることが好ましい。
　なお、光吸収剤含有樹脂層に用いられる樹脂については一般的な樹脂とすることができ
るため、ここでの説明は省略する。
【００５２】
　光吸収剤含有樹脂層の厚みとしては、本発明のカラーフィルタの用途等に応じて適宜選
択することができ、特に限定されないが、０．５μｍ～１０μｍの範囲内、なかでも０．
５μｍ～８μｍの範囲内、特に０．５μｍ～５μｍの範囲内であることが好ましい。
　光吸収剤含有樹脂層の形成方法としては、一般的な樹脂層の形成方法と同様とすること
ができるため、ここでの説明は省略する。
【００５３】
　また、光吸収層が黄変樹脂層である場合、黄変樹脂層に用いられる黄変樹脂としては、
ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオ
キシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシ
エチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等のポ
リオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類、ポリエチレングリコールジラウレート、
ポリエチレングリコールジステアレート等のポリエチレングリコールジエステル類、ソル
ビタン脂肪酸エステル類、脂肪酸変性ポリエステル類、および３級アミン変性ポリウレタ
ン類等を挙げることができる。
　黄変樹脂層の厚み、およびその形成方法については、上述した光吸収剤含有樹脂層の項
で説明したものと同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００５４】
　光吸収層が金属酸化物層である場合、金属酸化物としては、例えば、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）、酸化インジウム、酸化亜鉛、および酸化第二錫等が挙げられる。
【００５５】
　金属酸化物層の厚さとしては、カラーフィルタの用途等に応じて適宜選択することがで
き、特に限定されないが、例えば、２００ｎｍ～８００ｎｍ程度とすることができる。
　金属酸化物層の形成方法としては、透明基材上の青色透過副画素にパターン状に形成す
ることができれば特に限定されず、例えば金属マスクを用いた蒸着法、スパッタ法や、蒸
着法、スパッタ法により透明基材上の画素部側表面の全面に金属酸化物層を形成した後、
フォトエッチング法を用いてパターニングする方法等が挙げられる。
【００５６】
　（ｂ）光吸収剤
　青色光低減手段が光吸収剤の場合、上記光吸収剤は、通常、青色着色層中に含有されて
用いられる。また、白色副画素が透明樹脂層を有する場合は、上記光吸収剤は透明樹脂層
中に含有されて用いられる。
　光吸収剤を有することにより、基準のカラーフィルタにおける青色光透過副画素の３８
０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の透過率に比べて、本発明のカラーフィルタにおける
青色光透過副画素の３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光の透過率を下げることができ
るため、基準の青色光の発光強度に比べて調整後の発光強度を小さくすることができる。
【００５７】
　光吸収剤としては、上述した「（ａ）光吸収層」の項で説明した光吸収剤含有樹脂層に
用いられるものと同様とすることができる。
　また、青色着色層に用いられる光吸収剤については、例えば、青色着色層中に含まれる
青色着色剤を用い、基準のカラーフィルタに用いられる青色着色層に比べて、本発明のカ
ラーフィルタに用いられる青色着色層中の着色剤の含有量を多くしてもよい。
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　青色光低減手段として用いられる光吸収剤としては、着色剤であることが好ましい。青
色着色層は、フォトリソグラフィ法を用いて形成することが好ましいことから光吸収剤と
して着色材を用いた場合は紫外線吸収剤を用いる場合に比べて、光源光に含まれる３８０
ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光を低減できる青色着色層を好適に形成することができる
からである。
【００５８】
　光吸収剤の青色着色層中の添加量としては、カラーフィルタの用途および光吸収剤の種
類等に応じて適宜選択することができる。
【００５９】
　光吸収剤を含有する場合の本発明における青色光透過副画素の透過率および基準の青色
光透過副画素の透過率との関係については、上述した「（ａ）光吸収層」の項で説明した
内容と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
　なお、光吸収剤を含有する場合の本発明における青色光透過副画素の透過率は、透明基
材上に形成された光吸収剤を含有する青色着色層、透明基材上に形成された光吸収剤を含
有する透明樹脂層のいずれかを用いて測定された透過率をいうものとする。
【００６０】
　（ｃ）副画素用遮光部
　副画素用遮光部は、透明基材上の青色光透過副画素の内部に形成され、遮光性を有する
ものである。
　副画素用遮光部を用いることにより、青色光透過副画素の開口部の面積を他の副画素の
開口部の面積よりも小さくすることができ、基準の青色光透過副画素の光源光の透過面積
に対して本発明における青色光透過副画素の光源光の透過面積を小さくすることができる
ので、基準の青色光の発光強度に対して調整後の青色光の発光強度を小さくすることがで
きる。
【００６１】
　副画素用遮光部は、本発明における青色光透過副画素の開口部の面積を所望のものとす
ることができればよく、後述する遮光部と同一の材料で形成されていてもよく、異なる材
料で形成されていてもよいが、同一材料で形成されていることが好ましい。後述する遮光
部と同一の工程で形成することができ、本発明のカラーフィルタをより生産性の高いもの
とすることができるからである。
【００６２】
　副画素用遮光部としては、本発明における青色光透過副画素の開口部の面積を所望のも
のとすることができればよく、図３（ａ）、（ｂ）等に示すように、青色光透過副画素３
の内部に副画素用遮光部６ｃがパターン状に形成されていてもよく、図４（ａ）、（ｂ）
に示すように、後述する遮光部７と一体に副画素用遮光部６ｃが形成されていてもよい。
副画素用遮光部を青色光透過副画素の内部にパターン状に形成する場合、副画素用遮光部
のパターン形状としては、例えば、格子形状、ライン形状、ドット形状等、およびこれら
を組み合わせた形状が挙げられる。
【００６３】
　本発明における副画素遮光部を有する青色光透過副画素の開口部の面積としては、基準
の青色光の発光強度に対して調整後の青色光の発光強度を小さくすることができれば特に
限定されないが、基準の青色光透過副画素の開口部の面積を１００％とした場合に、５０
％～８５％の範囲内、なかでも５５％～８０％の範囲内、特に６０％～７５％の範囲内で
あることが好ましい。本発明における青色光透過副画素の開口部の面積比を上述した範囲
内とすることにより、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置において、ブルーライト
ハザードを好適に防止することができるからである。
　具体的な本発明における青色光透過部の開口部については、カラーフィルタの用途等に
応じて適宜決定される。
【００６４】
　画素部用遮光部の材料、厚さ、および形成方法については、後述する遮光部の項で説明
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するため、ここでの説明は省略する。
【００６５】
　（３）青色副画素および白色副画素
　青色光透過副画素は、青色副画素および白色副画素の少なくともいずれか一方で構成さ
れるものである。本発明のカラーフィルタは、通常、青色副画素を有し、必要に応じてさ
らに白色副画素を有する。以下、青色副画素、および白色副画素について説明する。
【００６６】
　（ａ）青色副画素
　青色副画素は、透明基材上に設けられ、青色着色層を有するものである。青色着色層は
、通常、透明基材上に形成され、青色着色材および樹脂で構成される。
　青色着色層に用いられる青色着色材としては、例えば、銅フタロシアニン系顔料、アン
トラキノン系顔料、インダンスレン系顔料、インドフェノール系顔料、シアニン系顔料、
ジオキサジン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく２種以上を混合
して用いてもよい。
　また、青色着色層に用いられる樹脂としては、感光性樹脂を好適に用いることができる
。感光性樹脂については、一般的なカラーフィルタの着色層に用いられるものと同様とす
ることができるため、ここでの説明は省略する。
【００６７】
　青色着色層の厚さとしては、カラーフィルタの用途等に応じて適宜選択することができ
、特に限定されないが、通常、０．５μｍ～５μｍ程度とすることができる。
【００６８】
　青色着色層の形成方法としては、一般的なカラーフィルタの着色層の形成方法として公
知の方法を用いることができ、例えば、フォトリソグラフィ法等を好適に用いることがで
きる。
【００６９】
　（ｂ）白色副画素
　白色副画素は、透明基材上に副画素と同等の面積で設けられるものであり、光源光にお
ける全可視光領域を透過するものである。
　透明基材上の白色副画素には、着色層等と同等の厚みを有する透明樹脂層が形成されて
いてもよく、形成されていなくてもよい。透明樹脂層を有する場合は、本発明のカラーフ
ィルタの画素部側表面の平坦性を良好なものとすることができる。
　白色副画素が透明樹脂層を有さない場合は、カラーフィルタの製造工程数を削減するこ
とができるため、より生産性が良好なカラーフィルタとすることができる。
【００７０】
　白色副画素が透明樹脂層を有する場合、透明樹脂層に用いられる樹脂としては、一般的
なカラーフィルタに用いられるものと同様とすることができ、例えば感光性樹脂を好適に
用いることができる。また、透明樹脂層の厚さおよび形成方法については、上述した青色
着色層の厚さおよび形成方法等と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する
。
【００７１】
　２．他の副画素
　本発明に用いられる画素部は、上述した青色光透過副画素の他に、通常、透明基材上に
設けられ赤色着色層を有する赤色副画素と、透明基材上に設けられ緑色着色層を有する緑
色副画素とを有するものである。
【００７２】
　各色の着色層は、通常、着色材および樹脂で構成されるものである。
　赤色着色層に用いられる赤色着色剤としては、例えば、リレン系顔料、レーキ顔料、ア
ゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アントラキノン系顔料、アントラセン系顔料、イソイン
ドリン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用
いてもよい。
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　また、緑色着色層に用いられる緑色着色剤としては、例えば、ハロゲン多置換フタロシ
アニン系顔料もしくはハロゲン多置換銅フタロシアニン系顔料等のフタロシアニン系顔料
、トリフェニルメタン系塩基性染料、イソインドリン系顔料、イソインドリノン系顔料等
が挙げられる。これらの顔料もしくは染料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用い
てもよい。
【００７３】
　赤色着色層および緑色着色層に用いられる樹脂、着色層の厚さ、および形成方法につい
ては、上述した「１．青色光透過副画素　（３）青色副画素および白色副画素　（ａ）青
色副画素」の項で説明した内容と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する
。
【００７４】
　３．画素部
　本発明における画素部は、上述した青色光透過副画素および他の副画素を有するもので
ある。各副画素の配列としては、一般的な表示装置に用いられる副画素の配列と同様とす
ることができる。例えば、ストライブ型、モザイク型、トライアングル型、４画素配置型
等の公知の配列とすることができ、各副画素の面積は任意に設定することができる。
【００７５】
　ＩＩ．透明基材
　本発明に用いられる透明基材は、上述した画素部における着色層、青色光低減手段、お
よび必要に応じて形成される透明樹脂層等を支持するものである。
【００７６】
　透明基材は、光透過性を有するものである。透明基材の具体的な光透過性としては、カ
ラーフィルタの用途等に応じて適宜選択することができ、特に限定されないが、可視光領
域における平均透過率が、８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがよ
り好ましい。透明基材の透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１（プラスチック－透明材料の
全光透過率の試験方法）により測定することができる。
【００７７】
　透明基材としては、一般的なカラーフィルタに用いられるものと同様とすることができ
、例えば、石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合成石英などのリジッド材、
あるいは、透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する透明なフレキシブル材を
用いることができる。
【００７８】
　透明基材の厚さとしては、本発明のカラーフィルタの用途等に応じて適宜選択すること
ができる。
【００７９】
　ＩＩＩ．その他の構成
　本発明のカラーフィルタは、上述した透明基材、および画素部を有するものであれば特
に限定されず、必要に応じて上記以外の構成を適宜選択して追加することができる。この
ような構成としては、例えば、遮光部、オーバーコート層等を挙げることができる。
【００８０】
　１．遮光部
　本発明のカラーフィルタは、透明基材上の副画素間に遮光部が形成されていてもよい。
遮光部は、副画素を画定するものであり、表示装置において良好なコントラストでの表示
を可能とする機能を有するものである。
【００８１】
　上記遮光部としては、例えば、クロム等の金属材料から構成されるもの、樹脂層中に遮
光材料を分散させたもの、着色層と同一の材料からなる層を複数積層させたもの等を挙げ
ることができる。
　これらの遮光部に用いられる材料、厚み、およびその形成方法等については、公知のも
のを用いることができるので、ここでの説明は省略する。
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【００８２】
　２．オーバーコート層
　本発明のカラーフィルタは、透明基材上の着色層、青色光低減手段等を覆うように形成
されたオーバーコート層を有していてもよい。オーバーコート層はカラーフィルタ表面を
平坦化し、カラーフィルタの加工性を良好なものとする機能を有するものである。
　オーバーコート層は、通常、透明樹脂を用いて形成される。オーバーコート層に用いら
れる材料、厚み、およびその形成方法については、一般的なカラーフィルタに用いられる
ものと同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００８３】
　３．その他の構成
　本発明のカラーフィルタは、上述した遮光部およびオーバーコート層以外にも、必要に
応じて任意の構成を適宜追加することができる。
【００８４】
　ＩＶ．カラーフィルタ
　本発明のカラーフィルタの製造方法は、上述した構成を有するカラーフィルタを製造す
ることができれば特に限定されず、一般的なカラーフィルタの製造方法と同様とすること
ができるため、ここでの説明は省略する。
【００８５】
　本発明のカラーフィルタの用途としては、光源を有する表示装置に用いることができる
。本発明のカラーフィルタは、特に白色ＬＥＤを光源として有する液晶表示装置、白色発
光層を有する有機ＥＬ素子を光源として有する有機ＥＬ表示装置に好適に用いることがで
きる。なお、本発明のカラーフィルタを用いた表示装置について詳しくは、後述する「Ｂ
．表示装置」の項で説明する。
【００８６】
Ｂ．表示装置
　本発明の表示装置は、光源と、透明基材、上記透明基材上に設けられ青色着色層を有す
る青色副画素および上記透明基材上に設けられた白色副画素の少なくとも一方で構成され
る青色光透過副画素を有する画素部、ならびに上記透明基材上の上記青色光透過副画素に
設けられ、上記青色光透過副画素を透過した光源光に含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの
波長領域の光の発光強度を低減する青色光低減手段、を備えるカラーフィルタと、を有す
ることを特徴とするものである。
【００８７】
　本発明によれば、上記カラーフィルタを有することにより、ブルーライトハザードを防
止することができ、良好な輝度の表示を行うことができる表示装置とすることができる。
【００８８】
　より具体的には、本発明によれば、上記カラーフィルタを有することにより、光源光に
含まれる３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光を低減することができるから、観察者の
眼に届く上記波長領域の光を少なくすることができ、ブルーライトハザードを防止するこ
とができる表示装置とすることができる。
　また、本発明によれば、上記カラーフィルタを有することにより、画素部における他の
副画素とは別途に青色光透過副画素の光特性を調整することができるため、他の副画素の
光特性に対して、青色光低減手段の影響が及ばないものとすることができることから、良
好なカラー表示を行うことができ、輝度が良好な表示装置とすることができる。
　また、表示装置の利用者が負担するコストを少なくすることができ、さらに、表示装置
がタッチパネル機能を有する場合もタッチパネルの操作を良好に行うことができるものと
することができる。
【００８９】
　本発明の表示装置としては、上述したカラーフィルタおよび光源を有するものであれば
特に限定されず、例えば、液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置を挙げることができる。
　以下、本発明の表示装置が液晶表示装置である場合、および有機ＥＬ表示装置である場
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合についてそれぞれ説明する。
【００９０】
　Ｉ．液晶表示装置
　本発明の液晶表示装置は、通常、光源としてバックライトを有し、上述したカラーフィ
ルタと、対向基材および対向基材上に形成された対向電極を有する対向電極基材と、カラ
ーフィルタおよび対向電極基材の間に配置された液晶を含む液晶層とを有するものである
。
【００９１】
　本発明の液晶表示装置について図を用いて説明する。
　図６は、本発明の表示装置の一例を示す概略断面図である。また、図６においては、表
示装置１００が液晶表示装置１０１である例について示している。図６に示すように、本
発明の液晶表示装置１０１は、光源２０であるバックライト２１と、カラーフィルタ１０
と、対向基材３１および対向基材３１上に形成された対向電極３２を有する対向電極基材
３０と、カラーフィルタ１０および対向電極基材３０との間に配置された液晶を含有する
液晶層４０とを有し、対向電極基材３０側にバックライト２１が配置されているものであ
る。また、カラーフィルタ１０および対向電極基材３０の間に配置された液晶層４０を封
止するシール剤５０を有するものである。
　なお、図６におけるカラーフィルタ１０については、図１で説明したものと同様とする
ことができるため、ここでの説明は省略する。
　以下、本発明の液晶表示装置の詳細について説明する。
【００９２】
　１．カラーフィルタ
　本発明に用いられるカラーフィルタの詳細については、上述した「Ａ．カラーフィルタ
」の項で説明した内容と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００９３】
　２．光源（バックライト）
　本発明に用いられる光源は、通常、バックライトとして液晶表示装置の表示面側とは反
対側に配置される。
　本発明に用いられる光源としては、３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の光を含む白色
光を発光することができるものであれば特に限定されず、例えば、白色ＬＥＤ、ＣＣＦＬ
等を挙げることができ、なかでも、白色ＬＥＤであることが好ましい。なお、この理由に
ついては、上述した「Ａ．カラーフィルタ」の項で説明した内容と同様とすることができ
るため、ここでの説明は省略する。
【００９４】
　光源（バックライト）の構成、形態等については、一般的な液晶表示装置に用いられて
いるものと同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００９５】
　３．対向電極基材および液晶層
　本発明に用いられる対向電極基材は、対向基材および対向基材上に形成された対向電極
を有するものである。また、液晶層は、カラーフィルタおよび対向電極基材の間に配置さ
れ、液晶を含有するものである。
　本発明に用いられる対向電極基材および液晶層に用いられる液晶としては、本発明の液
晶表示装置の駆動方式等に応じて適宜選択して用いることができる。また、対向電極基材
および液晶については一般的な液晶表示装置に用いられるものと同様とすることができる
ため、ここでの説明は省略する。
【００９６】
　なお、上記液晶表示装置の駆動方式としては、特に限定されるものではなく一般的に液
晶表示装置に用いられている駆動方式を採用することができる。このような駆動方式とし
ては、例えば、ＴＮ方式、ＩＰＳ方式、ＯＣＢ方式、および、ＭＶＡ方式等を挙げること
ができる。本発明においてはこれらのいずれの方式であっても好適に用いることができる
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。
【００９７】
　４．液晶表示装置
　本発明の液晶表示装置は、光源、カラーフィルタ、対向電極基材、および液晶層を有し
ていれば特に限定されず、必要に応じて上記以外の構成を適宜選択して追加することがで
きる。このような構成としては、例えば、配向膜、偏光板等を挙げることができる。なお
、これらの構成については、一般的な液晶表示装置に用いられるものと同様とすることが
できるので、ここでの説明は省略する。
【００９８】
　本発明の液晶表示装置の製造方法については、一般的な液晶表示装置の製造方法と同様
とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００９９】
　ＩＩ．有機ＥＬ表示装置
　本発明の表示装置が有機ＥＬ表示装置である場合、有機ＥＬ表示装置は、光源として有
機ＥＬ素子を有する。また、この場合、有機ＥＬ表示装置は、その構造の違いにより、２
つの態様を有する。具体的には、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置である態様（
第１態様）とボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置である態様（第２態様）とを挙げ
ることができる。
　以下、各態様について説明する。
【０１００】
　１．第１態様
　本態様の有機ＥＬ表示装置は、光源として有機ＥＬ素子を有するトップエミッション型
の有機ＥＬ表示装置であり、通常、カラーフィルタと、基材と、基材上に形成された第１
電極層、第１電極層上に形成され発光層を含む有機ＥＬ層、および有機ＥＬ層上に形成さ
れた第２電極層を有する有機ＥＬ素子とを有し、カラーフィルタの一方の表面および基材
の間に有機ＥＬ素子が配置されているものである。
【０１０１】
　本態様の有機ＥＬ表示装置について図を用いて説明する。
　図７は、本発明の表示装置の他の例を示す概略断面図である。また、図７においては、
表示装置１００が光源２０として有機ＥＬ素子２２を有するトップエミッション型の有機
ＥＬ表示装置１０２である例について示している。図７に示すように、本態様の有機ＥＬ
表示装置１０２は、カラーフィルタ１０と、基材２３と、基材２３上に形成された第１電
極層２２ａ、第１電極層２２ａ上に形成され発光層を含む有機ＥＬ層２２ｂ、および有機
ＥＬ層２２ｂ上に形成された第２電極層２２ｃを有する有機ＥＬ素子２２とを有し、カラ
ーフィルタ１０の画素部５側表面と、基材２３との間に有機ＥＬ素子２２が配置されてい
るものである。また、図７においては、カラーフィルタ１０および基材２３の間に配置さ
れた有機ＥＬ素子２２を封止するシール剤５０を有する例について示している。なお、図
７におけるカラーフィルタ１０については、図１で説明したものと同様とすることができ
るため、ここでの説明は省略する。
　以下、本発明の有機ＥＬ表示装置の詳細について説明する。
【０１０２】
　（１）カラーフィルタ
　本態様におけるカラーフィルタについては、上述した「Ａ．カラーフィルタ」の項で説
明した内容と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１０３】
　（２）基材
　次に、本態様における基材について説明する。
　本態様における基材は、後述する有機ＥＬ素子が形成される。
【０１０４】
　本態様の有機ＥＬ表示装置は、カラーフィルタ側を発光面として用いることから、基材
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としては、透明性を有するものであってもよく、透明性を有さないものであってもよい。
【０１０５】
　基材としては、例えば、石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合成石英板等
の可撓性のないリジッド材、あるいは、樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する
フレキシブル材等を用いることができる。また、樹脂フィルムにバリア層が形成されたも
のを用いてもよい。
【０１０６】
　本態様の有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置であることから
、基材上にはＴＦＴが形成されていてもよい。
　ＴＦＴとしては、有機ＥＬ表示装置に一般的に用いられるものを使用することができる
。
【０１０７】
　（３）光源（有機ＥＬ素子）
　本態様の有機ＥＬ表示装置は、光源として有機ＥＬ素子を有するものである。
　本態様に用いられる有機ＥＬ素子は、上記基材上に形成され、発光層を含む有機ＥＬ層
を有するものである。また、上記有機ＥＬ素子は、通常、基材上に形成された第１電極層
と、第１電極層上に形成され、発光層を含む有機ＥＬ層と、有機ＥＬ層上に形成された第
２電極層とを有し、必要に応じて絶縁層および隔壁等を有するものである。以下、有機Ｅ
Ｌ素子の各構成について説明する。
【０１０８】
　（ａ）有機ＥＬ層
　有機ＥＬ層は、少なくとも発光層を含む１層もしくは複数層の有機層を有するものであ
る。
　有機ＥＬ層を構成する層としては、発光層の他に、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入
層、電子輸送層等が挙げられる。
　以下、本態様に用いられる有機ＥＬ層の詳細について説明する。
【０１０９】
　（ｉ）発光層
　本態様に用いられる発光層は、少なくとも青色光透過副画素に対応する発光層が白色光
を発光するものが用いられる。具体的には、白色発光する白色発光層であってもよく、三
原色をそれぞれ発光する赤色発光層、緑色発光層および青色発光層から構成され、白色光
を発光する発光層であってもよい。
　また、赤色副画素および緑色副画素に対応する発光層としては、上述した白色光を発光
するものであってもよく、各着色副画素の色に対応する色の光を発光する発光層であって
もよい。
　発光層の種類については、有機ＥＬ表示装置の用途等に応じて適宜選択することができ
る。
【０１１０】
　発光層に用いられる発光材料としては、蛍光もしくは燐光を発するものであればよく、
例えば、色素系材料、金属錯体系材料、高分子系材料等を挙げることができる。
【０１１１】
　色素系材料としては、例えば、シクロペンタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン
誘導体、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘導体
、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、シロール誘導体、チオフェ
ン環化合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘
導体、クマリン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー等を挙げること
ができる。
【０１１２】
　金属錯体系材料としては、例えば、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリ
リウム錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛
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錯体、ポルフィリン亜鉛錯体、ユーロピウム錯体、あるいは、中心金属にＡｌ、Ｚｎ、Ｂ
ｅ等またはＴｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジ
アゾール、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造等を有する金
属錯体を挙げることができる。具体的には、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム錯
体（Ａｌｑ３）を用いることができる。
【０１１３】
　高分子系材料としては、例えば、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン
誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリビ
ニルカルバゾール、ポリフルオレノン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリキノキサリン
誘導体、ポリジアルキルフルオレン誘導体、およびそれらの共重合体等を挙げることがで
きる。また、高分子系材料として、上記の色素系材料および金属錯体系材料を高分子化し
たものも用いることができる。
【０１１４】
　また、燐光材料としては、例えば、イリジウム錯体、プラチナ錯体、あるいは、Ｒｕ、
Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ等のスピン軌道相互作用が大きい重金属を中心金属
とする金属錯体等を用いることができる。具体的には、フェニルピリジンやチエニルピリ
ジンなどを配位子とするイリジウム錯体、プラチナポルフィリン誘導体等が挙げられる。
【０１１５】
　これらの発光材料は、単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１１６】
　また、発光材料には、発光効率の向上、発光波長を変化させる等の目的で、蛍光もしく
は燐光を発するドーパントを添加してもよい。このようなドーパントとしては、例えば、
ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、キナクリドン誘導体、スクアリウム
誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テトラセン誘導体、ピラゾリン誘導体、
デカシクレン、フェノキサゾン、キノキサリン誘導体、カルバゾール誘導体、フルオレン
誘導体を挙げることができる。
【０１１７】
　発光層の厚みとしては、電子および正孔の再結合の場を提供して発光する機能を発現す
ることができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば１０ｎｍ～５００ｎｍ
程度にすることができる。
【０１１８】
　発光層の形成方法としては、上述の発光材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた発光層
形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等のドライプロセ
スであってもよい。中でも、効率およびコストの面から、ウェットプロセスが好ましい。
【０１１９】
　発光層形成用塗工液の塗布方法としては、例えば、インクジェット法、スピンコート法
、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ブレードコート法、ロールコート
法、スプレーコート法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセッ
ト印刷法等を挙げることができる。
【０１２０】
　（ｉｉ）正孔注入輸送層
　本態様においては、発光層と陽極との間に正孔注入輸送層が形成されていてもよい。
　正孔注入輸送層は、正孔注入機能を有する正孔注入層であってもよく、正孔輸送機能を
有する正孔輸送層であってもよく、正孔注入層および正孔輸送層が積層されたものであっ
てもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【０１２１】
　正孔注入輸送層に用いられる材料としては、発光層への正孔の注入、輸送を安定化させ
ることができる材料であれば特に限定されるものではなく、上記発光層の発光材料に例示
した化合物の他、フェニルアミン系、スターバースト型アミン系、フタロシアニン系、酸
化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウム、酸化チタン等の酸
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化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリフェニレンビニレン
およびそれらの誘導体等の導電性高分子等を用いることができる。具体的には、ビス（Ｎ
－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル）ベンジジン（α－ＮＰＤ）、４，４，４－トリス（
３－メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）、ポリ３，４
エチレンジオキシチオフェン－ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）、ポリビ
ニルカルバゾール等が挙げられる。
【０１２２】
　正孔注入輸送層の厚みとしては、正孔注入機能や正孔輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されないが、具体的には０．５ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内、中でも１
０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
【０１２３】
　正孔注入輸送層の形成方法としては、上述の材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた正
孔注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等の
ドライプロセスであってもよく、材料の種類等に応じて適宜選択される。
【０１２４】
　（ｉｉｉ）電子注入輸送層
　本態様においては、発光層と陰極との間に電子注入輸送層が形成されていてもよい。
　電子注入輸送層は、電子注入機能を有する電子注入層であってもよく、電子輸送機能を
有する電子輸送層であってもよく、電子注入層および電子輸送層が積層されたものであっ
てもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【０１２５】
　電子注入層に用いられる材料としては、発光層への電子の注入を安定化させることがで
きる材料であれば特に限定されるものではなく、上記発光層の発光材料に例示した化合物
の他、アルミリチウム合金、ストロンチウム、カルシウム、リチウム、セシウム、フッ化
リチウム、フッ化マグネシウム、フッ化ストロンチウム、フッ化カルシウム、フッ化バリ
ウム、フッ化セシウム、酸化マグネシウム、酸化ストロンチウム、ポリスチレンスルホン
酸ナトリウム等のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の金属、合金、化合物、有機錯体
等を用いることができる。
【０１２６】
　また、電子輸送性の有機材料にアルカリ金属またはアルカリ土類金属をドープした金属
ドープ層を形成し、これを電子注入層にすることもできる。電子輸送性の有機材料として
は、例えば、バソキュプロイン、バソフェナントロリン、フェナントロリン誘導体等を挙
げることができ、ドープする金属としては、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ等が挙げられる。
【０１２７】
　電子輸送層に用いられる材料としては、陰極から注入された電子を発光層へ輸送するこ
とが可能な材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、バソキュプロイン、バソ
フェナントロリン、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘
導体、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）の誘導体等を挙げるこ
とができる。
【０１２８】
　電子注入輸送層の厚みとしては、電子注入機能や電子輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されない。
【０１２９】
　電子注入輸送層の形成方法としては、上述の材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた電
子注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等の
ドライプロセスであってもよく、材料の種類等に応じて適宜選択される。
【０１３０】
　（ｂ）第１電極層および第２電極層
　本態様に用いられる第１電極層は基材上に形成されるものである。また、第１電極層は
、基材上に一様に形成されていてもよくパターン状に形成されていてもよく、本態様の有
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機ＥＬ表示装置の用途や駆動方法に応じて適宜選択される。
　また、本態様においては、第１電極層としては、後述する背面電極層が用いられる。
　一方、本態様に用いられる第２電極層は、上述した有機ＥＬ層上に形成されるものであ
る。また、上記第２電極層としては、有機ＥＬ表示装置において、カラーフィルタ側に配
置されることから、通常、透明電極層が用いられる。
　以下、本態様に用いられる透明電極層、および背面電極層について説明する。
【０１３１】
　（ｉ）透明電極層
　本態様に用いられる透明電極層は陽極および陰極のいずれであってもよい。
【０１３２】
　陽極は、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陽極には、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、Ａｕ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｏ、アルカリ金属、
アルカリ土類金属等の金属；これらの金属の酸化物；ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等の
Ａｌ合金、ＭｇＡｇ等のＭｇ合金、Ｎｉ合金、Ｃｒ合金、アルカリ金属の合金、アルカリ
土類金属の合金等の合金；酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）
、酸化亜鉛、酸化インジウム等の無機酸化物；金属ドープされたポリチオフェン、ポリア
ニリン、ポリアセチレン、ポリアルキルチオフェン誘導体、ポリシラン誘導体等の導電性
高分子；α－Ｓｉ、α－ＳｉＣ；等が挙げられる。これらの導電性材料は、単独で用いて
も、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。２種類以上を用いる場合には、各材料から
なる層を積層してもよい。
【０１３３】
　陰極は、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陰極には、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、ＭｇＡｇ等のマグネシウム合金、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のアル
ミニウム合金、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ等のアルカリ金属類およびアルカリ土類金
属類の合金等が挙げられる。
【０１３４】
　透明電極層の形成方法としては、一般的な電極の形成方法を用いることができ、例えば
、真空蒸着法、スパッタリング法、ＥＢ蒸着法、イオンプレーティング法等のＰＶＤ法、
またはＣＶＤ法等を挙げることができる。
【０１３５】
　（ｉｉ）背面電極層
　本態様における背面電極層としては、反射性を有する電極層が用いられ、通常、金属電
極層が用いられる。
【０１３６】
　背面電極層は陽極および陰極のいずれであってもよい。
　なお、陽極および陰極の材料については上記透明電極層の項に記載し、背面電極層の形
成方法については上記透明電極層の形成方法と同様であるので、ここでの説明は省略する
。
【０１３７】
　（ｃ）絶縁層
　本態様に用いられる有機ＥＬ素子においては、第１電極層（背面電極層上）に絶縁層が
パターン状に形成されていてもよい。絶縁層は、画素を画定するように形成されるもので
ある。絶縁層のパターンとしては、画素の配列に応じて適宜選択されるものであり、例え
ば格子状にすることができる。
　また、本態様においては基材上に第１電極層（背面電極層）がパターン状に形成されて
いる場合、第１電極層（背面電極層）の開口部に絶縁層が形成されていてもよい。絶縁層
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は、第１電極層（背面電極層）と第２電極層（透明電極層）とが直接接触することを防ぐ
ために設けられるものである。
　絶縁層の材料としては、有機ＥＬ素子における一般的な絶縁層の材料を用いることがで
き、例えば、感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、
無機材料等を挙げることができる。
　絶縁層の厚みとしては、画素を画定し、透明電極層および背面電極層を絶縁することが
できれば特に限定されるものではない。
　絶縁層の形成方法としては、有機ＥＬ素子における一般的な絶縁層の形成方法を適用す
ることができ、例えば、フォトリソグラフィ法等が挙げられる。
【０１３８】
　（ｄ）隔壁
　本態様に用いられる有機ＥＬ素子においては、絶縁層上に隔壁がパターン状に形成され
ていてもよい。隔壁は、透明電極層のパターンを画定するように形成されるものである。
隔壁が形成されている場合には、メタルマスク等を用いなくとも透明電極層をパターン状
に形成することが可能になる。
　隔壁のパターンとしては、透明電極層のパターンに応じて適宜選択される。
　隔壁の材料としては、有機ＥＬ素子における一般的な隔壁の材料を用いることができ、
例えば、感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹脂、または熱硬化型樹脂
、および無機材料等を挙げることができる。
　また、発光層をパターン状に形成するに際して、隔壁には表面エネルギーを変化させる
表面処理を予め行ってもよい。
　隔壁の高さとしては、透明電極層のパターンを画定し、隣接する透明電極層同士を絶縁
することができれば特に限定されるものではない。
　隔壁の形成方法としては、有機ＥＬ素子における一般的な隔壁の形成方法を適用するこ
とができ、例えば、フォトリソグラフィ法等が挙げられる。
【０１３９】
　（４）その他の構成
　本態様の有機ＥＬ表示装置は、上述したカラーフィルタ、基材、および有機ＥＬ素子を
有するものであれば特に限定されない。
【０１４０】
　本態様においては、通常、カラーフィルタおよび基材の間であって、カラーフィルタお
よび基材の外周に、シール材が配置される。シール材は、カラーフィルタおよび基材を接
着し、有機ＥＬ素子を封止するために設けられるものである。
　シール材に用いられる材料としては、カラーフィルタおよび基材を接着し、有機ＥＬ素
子が大気中の水分等と接触するのを抑制することができるものであればよく、有機ＥＬ素
子に一般的に用いられるものを使用することができる。
【０１４１】
　また、本態様の有機ＥＬ表示装置がシール材を有する場合、本態様の有機ＥＬ表示装置
のカラーフィルタおよび基材の間の空間は不活性ガスで充填されていてもよい。不活性ガ
スとしては、有機ＥＬ素子に用いられる一般的なものであれば特に限定されるものではな
く、例えば、窒素ガス、ヘリウムガス、アルゴンガスが挙げられる。また、カラーフィル
タおよび基材の間の空間は真空とされていてもよい。
【０１４２】
　また、本態様の有機ＥＬ表示装置は、上述したシール材の代わりに、例えば、カラーフ
ィルタおよび基材の間に接着剤を充填して形成された接着剤層を用いて封止がなされてい
てもよい。接着剤層に用いられる接着剤については、一般的な有機ＥＬ表示装置に用いら
れるものと同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【０１４３】
　（５）有機ＥＬ表示装置
　本態様の有機ＥＬ表示装置の駆動方法としては、パッシブマトリクスおよびアクティブ
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マトリクスのいずれも適用することができる。
【０１４４】
　本態様の有機ＥＬ表示装置の製造方法としては、一般的な有機ＥＬ表示装置の製造方法
と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【０１４５】
　２．第２態様
　本態様の有機ＥＬ表示装置は、光源として有機ＥＬ素子を有するボトムエミッション型
の有機ＥＬ表示装置であり、通常、カラーフィルタと、カラーフィルタの画素部上に形成
された第１電極層、第１電極層上に形成され発光層を含む有機ＥＬ層、および有機ＥＬ層
上に形成された第２電極層を有する有機ＥＬ素子とを有するものである。
【０１４６】
　本態様の有機ＥＬ表示装置について図を用いて説明する。
　図８は、本発明の表示装置の他の例を示す概略断面図である。また、図８においては、
表示装置１００が光源２０として有機ＥＬ素子２２を有するボトムエミッション型の有機
ＥＬ表示装置１０３である例について示している。図８に示すように、本態様の有機ＥＬ
表示装置１０３は、カラーフィルタ１０と、カラーフィルタ１０の画素部５上に形成され
た第１電極層２２ａ、第１電極層２２ａ上に形成され発光層を含む有機ＥＬ層２２ｂ、お
よび有機ＥＬ層２２ｂ上に形成された第２電極層２２ｃを有する有機ＥＬ素子２２とを有
するものである。カラーフィルタ１０については、図１で説明したものと同様とすること
ができるため、ここでの説明は省略する。
　以下、本態様の有機ＥＬ表示装置の詳細について説明する。
【０１４７】
　（１）カラーフィルタ
　本態様に用いられるカラーフィルタについては、上述した「Ａ．カラーフィルタ」の項
で説明したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。また、本態様
においては、カラーフィルタの着色層上に後述する有機ＥＬ素子が形成されることから、
着色層上に形成されたオーバーコート層を有していることが好ましい。
【０１４８】
　（２）光源（有機ＥＬ素子）
　本態様に用いられる有機ＥＬ素子は、上記カラーフィルタの画素部上に形成され、発光
層を含む有機ＥＬ層を有するものである。また、上記有機ＥＬ素子は、通常、カラーフィ
ルタの着色層上に形成された第１電極層と、第１電極層上に形成され、発光層を含む有機
ＥＬ層と、有機ＥＬ層上に形成された第２電極層とを有し、必要に応じて絶縁層、隔壁等
を有するものである。
　本態様においては、上記有機ＥＬ素子が着色層等の表面上に直接形成されてもよく、例
えば着色層等の表面上に形成されたオーバーコート層等の他の層を介して形成されてもよ
い。
【０１４９】
　本態様に用いられる有機ＥＬ素子においては、通常、第１電極層として上述した透明電
極層が用いられ、第２電極層として上述した背面電極層が用いられる。
　有機ＥＬ素子について、上記の点以外については、上述した「１．第１態様」の項で説
明したものと同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【０１５０】
　（３）その他
　本態様の有機ＥＬ表示装置は、上述したカラーフィルタと、有機ＥＬ素子とを有するも
のであれば特に限定されない。本態様においては、必要に応じて、有機ＥＬ表示装置が封
止基材を有していてもよい。本態様において封止基材を有する場合、封止基材はカラーフ
ィルタの着色層および有機ＥＬ素子側表面と対向するように配置される。また、カラーフ
ィルタおよび封止基材の間には、上述したシール材、または接着剤層等が配置される。封
止基材については、上述した「１．第１態様」の項で説明した対向基材と同様とすること
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ができるため、ここでの説明は省略する。シール材、および接着剤層については、上述し
た「１．第１態様」の項で説明したものと同様とすることができるため、ここでの説明は
省略する。
【０１５１】
　本態様の有機ＥＬ表示装置について、上述した点以外は、「１．第１態様」の項で説明
した内容と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【０１５２】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本態
様の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効
果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１５３】
　以下、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明する。
【０１５４】
　［実施例１］
　（遮光層形成用組成物の調整）
　まず、重合槽中にメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）を６３質量部、アクリル酸（ＡＡ）を
１２質量部、メタクリル酸－２－ヒドロキシエチル（ＨＥＭＡ）を６質量部、ジエチレン
グリコールジメチルエーテル（ＤＭＤＧ）を８８質量部仕込み、攪拌し溶解させた後、２
、２’－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）を７質量部添加し、均一に溶解させた。
　その後、窒素気流下、８５℃で２時間攪拌し、更に１００℃で１時間反応させた。
　得られた溶液に、更にメタクリル酸グリシジル（ＧＭＡ）を７質量部、トリエチルアミ
ンを０．４質量部、及びハイドロキノンを０．２質量部添加し、１００℃で５時間攪拌し
、共重合樹脂溶液（固形分５０％）を得た。
【０１５５】
　次に、下記の材料を室温で攪拌、混合して下記組成の硬化性樹脂組成物を調製した。
　＜硬化性樹脂組成物の組成＞
・上記共重合樹脂溶液（固形分５０％）　　　　　　　　　　　　　　　　…１６質量部
・ジペンタエリスリトールペンタアクリレート（サートマー社　ＳＲ３９９）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２４質量部
・オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂（油化シェルエポキシ社　エピコート１８
０Ｓ７０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…４質量部
・２－メチル－１－（４－メチルチオフェニル）－２－モルフォリノプロパン－１－オン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…４質量部
・ジエチレングリコールジメチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　…５２質量部
【０１５６】
　次いで、下記分量の成分を混合し、サンドミルにて十分に分散し、黒色顔料分散液を調
製した。
　＜黒色顔料分散液の組成＞
・黒色顔料（三菱化学社製　＃２６００)　　　　　　　　　　　　　　　…２０質量部
・高分子分散材（ビックケミー・ジャパン株式会社　Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ　１１１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…１６質量部
・溶剤（ジエチレングリコールジメチルエーテル）　　　　　　　　　　　…６４質量部
【０１５７】
　その後、下記分量の成分を十分混合して、遮光層形成用組成物を得た。
　＜遮光層形成用組成物の組成＞
・上記黒色顔料分散液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…５０質量部
・上記硬化性樹脂組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２０質量部
・ジエチレングリコールジメチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　…３０質量部
【０１５８】
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　（遮光層の形成）
　次に、得られた遮光層形成用組成物を透明基板に塗布し、フォトリソグラフィ法により
パターニングし、その後焼成して遮光層を形成した。
【０１５９】
　（着色層の形成）
　次いで、下記組成の赤色着色層形成用組成物、緑色着色層形成用組成物、青色着色層形
成用組成物を調製した。
【０１６０】
　＜赤色着色層形成用組成物＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　…１０質量部
・ポリスルホン酸型高分子分散剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…８質量部
・上記硬化性樹脂組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…１５質量部
・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６７質量部
【０１６１】
　＜緑色着色層形成用組成物＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　…１０質量部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３８　　　　　　　　　　　　　　　　　　…３質量部
・ポリスルホン酸型高分子分散剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…８質量部
・上記硬化性樹脂組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…１２質量部
・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６７質量部
【０１６２】
　＜青色着色層形成用組成物＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…５質量部
・ポリスルホン酸型高分子分散剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…３質量部
・上記硬化性樹脂組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２５質量部
・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６７質量部
【０１６３】
　＜白色層形成用組成物＞
・上記硬化性樹脂組成物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…３３質量部
・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６７質量部
【０１６４】
　（着色層の形成）
　次に、ガラス基板上の遮光層を覆うように赤色着色層形成用組成物をスピンコート法に
より塗布し、フォトリソグラフィ法によりパターニングした後、焼成して赤色着色層を形
成した。
　その後、緑色着色層形成用組成物、および青色着色層形成用組成物を用いて、同様の操
作により緑色着色層および青色着色層を形成した。これにより、赤色着色層、緑色着色層
、および青色着色層が配列された着色層を形成した。
　着色層の膜厚は、赤色着色層１．５μｍ、緑色着色層１．５μｍ、青色着色層１．５μ
ｍ、白色着色層１．５μｍとした。
【０１６５】
　（青色光透過副画素の作製）
　次に、下記組成の青色光低減手段用組成物を用いて青色着色層と白色層上に各着色層形
成方法と同様の方法によりパターニングした後、焼成して、厚さ１．５μｍの光吸収層を
形成することにより、青色光透過副画素を形成した。
【０１６６】
　＜青色光低減手段用組成物＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３　　　　　　　　　　　　　　　　　　…５質量部
・ポリスルホン酸型高分子分散剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…３質量部
・上記硬化性樹脂組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２５質量部
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・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６７質量部
【０１６７】
　以上の工程によりカラーフィルタを作製した。
【０１６８】
　（有機ＥＬ表示装置の作製）
　上記のカラーフィルタと対向配置して有機ＥＬ表示装置を作製するためのＥＬ素子側基
板として、白色発光光源を備える有機ＥＬ素子側基板を以下の要領で作製した。
　まず、透明基材に対して、定法にしたがって薄膜トランジスタ回路を作製した。
　この上に、カラーフィルタ基板の各色の着色層に対応するようにアルミニウムからなる
下面電極層を形成し、これらの下面電極層の間隙にポリイミドからなる絶縁層（隔壁部）
を形成した。次に、絶縁層（隔壁部）の間隙に白色発光の有機ＥＬ素子（正孔注入層、白
色発光層、電子注入層の積層構成）を形成し、これらの上に酸化インジウムスズ（ＩＴＯ
）からなる上面透明電極層を形成した。
　その後、カラーフィルタの着色層側表面と上面透明電極層を有する有機ＥＬ素子側基板
の前記有機ＥＬ素子側表面とが対向するよう接触させ、接着剤（日東電工（株）製　ＮＴ
－０１ＵＶ）を介して貼り合わせることにより、有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１６９】
　［実施例２］
　実施例１と同様の方法により、着色層の形成までを行った。
【０１７０】
　（青色光透過副画素の作製）
　次いで、スパッタリング法により厚み３００ｎｍのＩＴＯ膜を青色着色層及び白色層上
のみに形成した。その後、１５０℃の条件下で４０分間アニール処理を行った。その後、
実施例１と同様の方法により有機ＥＬ表示装置の作製を行った。
【０１７１】
　［実施例３］
　実施例１と同様の方法により、着色層の形成までを行った。その後、以下の青色光低減
手段用組成物を用いて実施例１と同様の方法で光吸収層を形成してカラーフィルタを得た
。その後、実施例１と同様の方法により有機ＥＬ表示装置の作製を行った。
【０１７２】
　＜青色光低減手段用組成物＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２質量部
・ポリスルホン酸型高分子分散剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…３質量部
・上記硬化性樹脂組成物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２５質量部
・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…７０質量部
【０１７３】
　［実施例４］
　青色着色層と白色層の材料を変更して、実施例１と同様の方法で着色層を作製すること
により青色光透過副画素を作成した。その後、実施例１と同様の方法により有機ＥＬ表示
装置の作製を行った。
【０１７４】
　＜青色着色層形成用組成物＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…５質量部
・ポリスルホン酸型高分子分散剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…３質量部
・上記硬化性樹脂組成物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２５質量部
・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６２質量部
・２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－ｐ－クレゾール　　　　　…５質量部
【０１７５】
　＜白色層形成用組成物＞
・上記硬化性樹脂組成物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２８質量部
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・酢酸－３－メトキシブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…６７質量部
・２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－ｐ－クレゾール　　　　　…５質量部
【０１７６】
　［実施例５］
　青色光透過副画素部の遮光層の線幅を変更し、下記の表１に示すように開口率を変更し
た。その後、実施例１と同様の方法により着色層を形成したことにより青色光透過副画素
部を得た。その後、実施例１と同様の方法により有機ＥＬ表示装置の作製を行った。
【０１７７】
　［比較例１］
　実施例１と同様の方法で着色層までを形成しカラーフィルタを得た。その後、実施例１
と同様の方法により有機ＥＬ表示装置の作製を行った。
【０１７８】
　＜評価＞
　得られたカラーフィルタに対して、顕微分光装置ＯＳＰ－ＳＰ２０００（ＯＬＹＭＰＵ
Ｓ社製）を用いて、基準の青色光透過副画素に対する調整後の青色光透過副画素の平均透
過率比を評価した。
　また、得られた有機ＥＬ表示装置に対して、輝度計（（株）トプコン製　ＳＲ－３ＡＲ
）を用いてＹ比率の測定評価を行った。下記の判断基準１～３のうちのいずれかを満たし
た場合を○、いずれも満たさない場合を×とした。また、比較例１の平均透過率比、Ｙ比
率及び発光強度比を１として実施例を比較した。結果を表に示した。
【０１７９】
　判断基準１：３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の基準の青色光透過副画素に対する本
発明における青色光透過副画素の発光強度比が０．５０～０．８０の範囲内であること。
　判断基準２：３８０ｎｍ～４３０ｎｍの波長領域の基準の青色光透過副画素に対する青
色光透過副画素の発光強度比が０．７５未満、かつ、４３０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域
の基準の青色光透過副画素に対する青色光透過副画素の発光強度比が０．７５以上である
こと。
　判断基準３：開口率調整による３８０ｎｍ～４８０ｎｍの波長領域の基準の青色光透過
副画素に対する青色光透過副画素の発光強度比が０．５０～０．８０の範囲内であること
。
【０１８０】
【表１】

【０１８１】
　カラーフィルタに青色光低減手段を設けた実施例１～５の有機ＥＬ表示装置においては
、青色光の発光強度の低減を確認することができた。
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【符号の説明】
【０１８２】
　１　…　透明基材
　２Ｂ　…　青色着色層
　２Ｗ　…　透明樹脂層
　３Ｂ　…　青色副画素
　３Ｗ　…　白色副画素
　３　…　青色光透過副画素
　５　…　画素部
　６　…　青色光低減手段
　１０　…　カラーフィルタ
　２０　…　光源
　１００　…　表示装置

【図１】

【図２】

【図３】
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